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日田市部落差別等をなくし人権を守る条例 

1995(平成 7)年 12 月 25 日条例第 29 号 

最終改正：2019(平成 31)年 3 月 26 日条例第 13 号 

 

（目的） 

第１条  この条例は、日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律（平成 28 年法律第 109 号）

等の基本理念にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃及び人権の擁護を図る

ことにより、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（市の責務） 

第２条  市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべて

の分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。 

２ 前項に規定する事項の推進に当たっては、市民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長す 

るよう配慮しなければならない。 

（市民の責務） 

第３条  すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなく

すための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなけ

ればならない。 

（相談体制の充実） 

第４条  市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別に関する相談に的確に応じるために必要な相談

体制の充実に努めるものとする。 

（教育及び啓発） 

第５条  市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため、教育及び啓発に関する施策の推

進に努めるものとする。 

（調査の実施） 

第６条  市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消に関する施策を推進するため、国が行う

差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じて、意識調査等を行うものとする。 

（協議会） 

第７条  市長は、この条例の目的を達成するために必要な施策及びその推進に関する事項を協議する

ため、協議会を設置する。 

（委任） 

第８条  この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 
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日本国憲法（抜粋） 
1946(昭和 21)年 11 月 3 日公布 

《前文中段》日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚

するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決

意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる

国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏

から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 

 

第一章【天皇】（第一条～第八条） 

第二章【戦争の放棄】（第九条） 

第三章【国民の権利及び義務】 

第十条（国民たる要件） 

第十一条（基本的人権） 

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵す

ことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 

第十二条（自由及び権利の保持義務と公共福祉性） 

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければなら

ない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責

任を負ふ。 

第十三条（個人の尊重と公共の福祉） 

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公

共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

第十四条（平等原則等） 

１ すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、

経済的又は社会的関係において、差別されない。 

第十五条（公務員の選定罷免権等） 第十六条（請願権） 

第十七条（公務員の不法行為による損害の賠償） 

第十八条（奴隷的拘束及び苦役の禁止） 

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦

役に服させられない。 

第十九条（思想及び良心の自由） 

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

第二十条（信教の自由） 

１ 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政

治上の権力を行使してはならない。 

第二十一条（集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護） 

１ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

第二十二条（居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由） 

１ 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 

第二十三条（学問の自由） 

学問の自由は、これを保障する。 
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第二十四条（家族関係における個人の尊厳と両性の平等） 

１ 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協

力により、維持されなければならない。 

第二十五条（生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務） 

１ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけれ

ばならない。 

第二十六条（教育を受ける権利と受けさせる義務） 

１ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有す

る。 

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

義務教育は、これを無償とする。 

第二十七条（勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止） 

１ すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 

３ 児童は、これを酷使してはならない。 

第二十八条（勤労者の団結権及び団体行動権） 

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 

第二十九条（財産権）             第三十条（納税の義務） 

第三十一条（生命及び自由の保障と科刑の制約） 第三十二条（裁判を受ける権利） 

第三十三条（逮捕の制約）           第三十四条（抑留及び拘禁の制約） 

第三十五条（侵入、捜索及び押収の制約）    第三十六条（拷問及び残虐な刑罰の禁止） 

第三十七条（刑事被告人の権利）        第三十八条（自白強要の禁止等） 

第三十九条（遡及処罰、二重処罰等の禁止）   第四十条（刑事補償） 

第四章【国会】（第四十一条～第六十四条）   第五章【内閣】（第六十五条～第七十五条） 

第六章【司法】（第七十六条～第八十二条）   第七章【財政】（第八十三条～第九十一条） 

第八章【地方自治】（第九十二条～第九十五条） 第九章【改正】（第九十六条） 

第十章【最高法規】 

第九十七条（基本的人権の由来特質） 

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、

これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利

として信託されたものである。 

第九十八条（憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守） 

１ この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他

の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 

２ 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 

第九十九条（憲法尊重擁護の義務） 

第十一章【補則】（第百条～第百三条） 
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 
2000(平成 12)年 12 月 6 日法律第 147 号 

（目的） 

第一条  この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又

は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんが

み、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らか

にするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。  

（定義） 

第二条  この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権

啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的

とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。 

（基本理念） 

第三条  国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々

な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得する

ことができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中

立性の確保を旨として行われなければならない。 

（国の責務） 

第四条  国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、

人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第六条  国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与する

よう努めなければならない。 

（基本計画の策定）  

第七条  国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育

及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

（年次報告） 

第八条  政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を

提出しなければならない。 

（財政上の措置） 

第九条  国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る

事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 

   附  則  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、この法律の施行の日の属す

る年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。 

（見直し） 

第二条  この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法（平成八年法律第百

二十号）第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関

する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとす

る。 
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同和対策審議会答申（抜粋） 
 1965(昭和 40)年 8 月 11 日 

前   文  

…（略）…いうまでもなく同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、

日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。したがって、審議会はこれを未解決

に放置することは断じて許されないことであり、その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課

題であるとの認識に立って対策の探求に努力した。…（略）… 

 政府においては、本答申の報告を尊重し、有効適切な施策を実施して、問題を抜本的に解決し、恥ず

べき社会悪を払拭して、あるべからざる差別の長き歴史の終止符が一日もすみやかに実現されるよう万

全の処置をとられることを要望し期待するものである。 

 

第１部 同和問題の認識  

１ 同和問題の本質  

いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差

別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会におい

ても、なおいちじるしく基本的人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されて

いる市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。 

…（略）… 

世間の一部の人々は、同和問題は過去の問題であって、今日の民主化、近代化が進んだわが国にお

いてはもはや問題は存在しないと考えている。けれども、この問題の存在は、主観をこえた客観的事

実に基づくものである。 

同和問題もまた、すべての社会事象がそうであるように、人間社会の歴史的発展の一定の段階にお

いて発生し、成長し、消滅する歴史的現象にほかならない。 

したがって、いかなる時代がこようと、どのように社会が変化しようと、同和問題が解決すること

は永久にありえないと考えるのは妥当でない。また、「寝た子をおこすな」式の考えで、同和問題は

このまま放置しておけば社会進化にともない、いつとはなく解消すると主張することにも同意できな

い。 

実に部落差別は、半封建的な身分的差別であり、わが国の社会に潜在的または顕在的に厳存し、多

種多様の形態で発現する。それを分類すれば、心理的差別と実態的差別とにこれを分けることができ

る。 

心理的差別とは、人々の観念や意識のうちに潜在する差別であるが、それは言語や文字や行為を媒

介として顕在化する。…（略）…実態的差別とは、同和地区住民の生活実態に具現されている差別の

ことである。…（略）… 

このような心理的差別と実態的差別とは相互に因果関係を保ち相互に作用しあっている。すなわち、

心理的差別が原因となって実態的差別をつくり、反面では実態的差別が原因となって心理的差別を助

長するという具合である。そして、この相関関係が差別を再生産する悪循環をくりかえすわけである。 

すなわち、近代社会における部落差別とは、ひとくちにいえば、市民的権利、自由の侵害にほかな

らない。市民的権利、自由とは、職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住および移

転の自由、結婚の自由などであり、これらの権利と自由が同和地区住民にたいしては完全に保障され

ていないことが差別なのである。これらの市民的権利と自由のうち、職業選択の自由、すなわち就職

の機会均等が完全に保障されていないことが特に重大である。 

…（略）… 

以上の解明によって、部落差別は単なる観念の亡霊ではなく現実の社会に実在することが理解され

るであろう。いかなる同和対策も、以上のような問題の認識に立脚しないかぎり、同和問題の根本的
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解決を実現することはもちろん、個々の行政施策の部分的効果を十分にあげることをも期待しがたい

であろう。 

２ 同和問題の概観（略） 

第２部 同和対策の経過 

１ 部落改善と同和対策（略）２ 解放運動と融和対策（略）３ 現在の同和対策とその評価（略） 

第３部 同和対策の具体案 

これまでの同和対策は、明治維新の際の太政官布告を拠りどころとするものであって、それはそれ

なりに無視することのできない意義をもっていた。けれども現時点における同和対策は、日本国憲法

に基づいて行なわれるものであって、より積極的な意義をもつものである。その点では同和行政は、

基本的には国の責任において当然行なうべき行政であって、過渡的な特殊行政でもなければ、行政外

の行政でもない。部落差別が現存するかぎりこの行政は積極的に推進されなければならない。 

したがって、同和対策は、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業職業の安定、教育文化の向上及

び基本的人権の擁護等を内容とする総合対策でなければならないのである。 

以上の諸施策は、各々その分野において強力に推進されなければならないが、同時に、総合対策と

して統一的に把握され、有機的かつ計画的に実施されなければならない。 

なお、この際とくに次の諸点に留意する必要が認められる。 

Ａ 社会的、経済的、文化的に同和地区の生活水準の向上をはかり、一般地区との格差をなくすこと

が必要である。このためには、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業職業の安定、教育文化の向上

等の諸施策を積極的かつ強力に実施しなければならない。なおこの場合、地区住民の自覚をうながし、

自立意識を高めることが強く要請される。 

Ｂ 地区住民に対する差別的偏見を根絶することが必要である。このためには、学校教育、社会教育

を通じて同和教育の徹底をはかるとともに、人権擁護活動を活発に展開しなければならない。なおこ

の場合、部落差別は古い因習や迷信と無関係ではあり得ない。したがって、このような弊風を温存す

る非合理性の強い、おくれた地域社会の体質を改善し、その近代化をはかるためにも適切な対策を講

ずることがきわめて大切である。 

Ｃ 同和問題を社会開発および経済開発の中に正しく位置づけ、前進する日本の政治態勢の中でその

解決をはかることが必要である。たとえば、多年の懸念である生活環境の改善や就職の機会均等など

の諸施策は、このような現在の前向きの姿勢の中で積極的に推進されなければならない。 

１ 環境改善に関する対策（略） 

２ 社会福祉に関する対策（略） 

３ 産業・職業に関する対策（略） 

４ 教育問題に関する対策（略） 

５ 人権問題に関する対策（略） 

結  語 

同和行政の方向（略） 
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部落差別の解消の推進に関する法律 
2016(平成28)年12月16日法律第109号 

（目的） 

第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関す

る状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理

念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題で

あることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明ら

かにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって

部落差別のない社会を実現することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個

人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一

人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われな

ければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共

団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う

責務を有する。 

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を

踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう

努めるものとする。 

 

（相談体制の充実） 

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する

相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。 

 

（教育及び啓発） 

第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消す

るため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 

 

（部落差別の実態に係る調査） 

第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差

別の実態に係る調査を行うものとする。 

 

附則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（抜粋） 
2013(平成 25)年 6 月 26 日法律第 65 号 

最終改正：2022(令和 4)年 6 月 17 日法律第 68 号 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、全て

の障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その

尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に

関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を

定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって

分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目

的とする。 

（第二条）（略） 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関

して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果

的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければ

ならない。 

（国民の責務） 

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であること

に鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。 

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備） 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に

行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境

の整備に努めなければならない。 

第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 

（第六条）（略） 

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置 

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な

差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要として

いる旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利

益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除

去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 

（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱い

をすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思

の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害する

こととならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につ

いて必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 

（第九条～第十三条）（略） 

（第四章～第六章）（略）  附則 （略） 



 9 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（抜粋） 

2016(平成 28)年 6 月 3 日法律第 68 号 

 前 文 

 我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住

するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行

われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じ

させている。 

 もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、

国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。 

 ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権

啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取

組を推進すべく、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、

その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本

的施策を定め、これを推進することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国

若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの（以下この条において「本

邦外出身者」という。）に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、

自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦

の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除するこ

とを煽動する不当な差別的言動をいう。 

 （基本理念） 

第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるととも

に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならな

い。 

 （国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施すると

ともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関

する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。 

２ 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切

な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。 

第二章 基本的施策 

 （相談体制の整備） 

第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに

関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図

ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。 

 （教育の充実等） 

第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、

そのために必要な取組を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行う

よう努めるものとする。 
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 （啓発活動等） 

第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その

理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組

を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする

広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。 

附則 （略） 
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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（抜粋） 
2008(平成 20)年 6 月 18 日法律第 82 号 

最終改正：2019(令和元)年 11 月 22 日法律第 56 号 

 前 文 

 「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病の患者であった者等が地域社会におい

て平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、

差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深く

お詫びするとともに、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」を制定し、

その精神的苦痛の慰謝並びに名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を

表することとした。同法に基づき、ハンセン病の患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補償の

問題は解決しつつあり、名誉の回復及び福祉の増進等に関しても一定の施策が講ぜられているところで

ある。 

 しかしながら、国の隔離政策に起因してハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る

被害その他社会生活全般にわたる被害の回復には、未解決の問題が多く残されている。とりわけ、ハン

セン病の患者であった者等が、地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができ

るようにするための基盤整備は喫緊の課題であり、適切な対策を講ずることが急がれており、また、ハ

ンセン病の患者であった者等に対する偏見と差別のない社会の実現に向けて、真摯に取り組んでいかな

ければならない。 

ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様の未解決の問題が多く残されているため、「ハ

ンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を制定するとともに、これらの者が地域社

会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備等を行い、

偏見と差別のない社会の実現に真摯に取り組んでいかなければならない。 

 ここに、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講

ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 この法律は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハ

ンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在するもの

（以下「ハンセン病問題」という。）の解決の促進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団

体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病問題の解決の促進に関し必要な事項を定めるものとする。 

第二条（略） 

（基本理念） 

第三条 ハンセン病問題に関する施策は、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策によりハンセン

病の患者であった者等及びその家族が受けた身体及び財産に係る被害その他の社会生活全般にわたる

被害に照らし、その被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならない。 

２ ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、入所者が、現に居住する国立ハンセン病療養

所等において、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊かな生活を営むことができ

るように配慮されなければならない。 

３ 何人も、ハンセン病の患者であった者等に対して、ハンセン病の患者であったこと若しくはハンセ

ン病に罹患していることを理由として、又はハンセン病の患者であった者等の家族に対して、ハンセン

病の患者であった者等の家族であることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為

をしてはならない。 

（第四条～第六条） （略） 

（第二章～第五章） （略） 

附則 （略） 
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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に 

関する法律（抜粋） 
2023(令和 5)年 6 月 23 日法律第 68 号 

（目的） 

第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずし

も十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増

進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにすると

ともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンテ

ィティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性

に寛容な社会の実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向

をいう。 

２ この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関す

るその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。 

（基本理念） 

第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策

は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を

享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダ

ーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。 

（国の役割） 

第四条 国は、前条に定める基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、性的指向及びジ

ェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよ

う努めるものとする。 

（地方公共団体の役割） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性

的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及

び実施するよう努めるものとする。 

（事業主等の努力） 

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する

その雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うこと

により性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努

めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関

する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別

支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。）の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生（以下この項及び第十条第三

項において「児童等」という。）の理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つ

つ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公

共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関

する施策に協力するよう努めるものとする。 

（第七条～第十二条）（略） 

附則 （略） 
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日田市手話言語条例（抜粋） 
2022(令和 4)年 3 月 26 日条例第 1号 

 前 文 

 言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の

発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を用いて意

見や感情を視覚的に表現する言語である。 

ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識

を蓄え文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。 

平成 18 年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には手話その他の非

音声言語を含むことが明記され、我が国においても、平成 23 年に改正された障害者基本法において、

言語に手話を含むことが規定された。 

また、本市においても「日田市障がいによる差別を解消し誰もが心豊かに暮らせるまちづくり条例」に

おいて、手話を言語の一つととらえ、意思疎通のための利用や情報取得の手段として拡大が図られるこ

ととしているが、手話が日常の様々な場面にまで普及し、ろう者が不便や不安を感じることなく暮らす

ことのできる社会の実現には十分に至っているとは言えない。 

このような状況を踏まえ、手話への理解の促進と手話の普及をこれまで以上に推進し、ろう者が手話を

使って地域で安心して暮らすことのできる社会を目指し、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進、手話の普及及び手話

による円滑な意思疎通の支援に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らか

にするとともに、市の施策の基本となる事項等を定めることにより、手話を通じて全ての市民が相互に

人格及び個性を尊重し、地域で安心して暮らすことのできる社会を実現することを目的とする。 

第２条（略） 

（基本理念） 

第３条 手話への理解の促進、手話の普及及び手話による円滑な意思疎通の支援は、手話が言語である

との認識に基づき、ろう者が手話による円滑な意思疎通を図る権利を有し、その権利が全ての市民に尊

重されることを基本として行わなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、手話への理解の促

進、手話の普及及び手話による円滑な意思疎通の支援を図るため、ろう者の意見に配慮した上で必要な

施策を推進するものとする。 

（市民及び事業者の役割） 

第５条 市民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策及び手話による意思疎通

をはじめとするろう者への合理的配慮の提供に協力するよう努めるものとする。 

（施策の推進） 

第６条 市は、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 11 条第３項の規定により策定する市町村障

害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）

第 88 条第１項の規定により策定する市町村障害福祉計画において、次に掲げる施策を定め、総合的か

つ計画的に実施するものとする。 

(１) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策 

(２) 手話による情報発信及び情報取得に関する施策 

(３) 手話による円滑な意思疎通の支援に関する施策 

(４) 手話技術を持つ人材の養成 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策 

（第７条～第９条）（略）  附則 （略） 
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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（抜粋） 

2022(令和 4)年 5 月 25 日法律第 2 号 

最終改正：2024(令和 6)年 3 月 27 日法律第 13 号 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な

問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題

を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現

に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との

関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そ

のおそれのある女性を含む。）をいう。 

（基本理念） 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われな

ければならない。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることを踏まえ、困難

な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況

等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その発見、相

談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する

体制を整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく

実施されるようにすること。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること。 

（市の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のため

に必要な施策を講ずる責務を有する。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第五条 市民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策及び手話による意思疎通

をはじめとするろう者への合理的配慮の提供に協力するよう努めるものとする。 

（緊密な連携） 

第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、

関係地方公共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この法律に基づく支援を行う機関と福祉事

務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関する事務所をいう。）、児童相

談所、児童福祉施設（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項に規定する児童福祉

施設をいう。）、保健所、医療機関、職業紹介機関（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安

定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第二条に規定する職業紹介機

関をいう。）、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支援センター（総合法律支援法（平

成十六年法律第七十四号）第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。）、配偶者暴力相談支援

センター（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一号）第

三条第一項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。）その他の関係機関との緊密な連携が図ら

れるよう配慮しなければならない。 
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第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針（以下

「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市

町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機

関の長に協議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

（都道府県基本計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めな

ければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画（以下

この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のため

に必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第三章 女性相談支援センターによる支援等（第九条～第十五条）（略） 

第四章 雑則（第十六条～第二十二条）（略） 

第五章 罰則（第二十三条）（略） 

附則 （略） 
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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 

【情報流通プラットフォーム対処法】（抜粋） 
2001(平成 13)年 11 月 30 日法律第 137 号 

最終改正：2024(令和 6)年 5 月 17 日法律第  25 号 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特

定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めると

ともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信

防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信

役務提供者の義務について定めるものとする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信（電気通信事業法（昭和

五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項にお

いて同じ。）の送信（公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。）をいう。 

二～十三（略）  

十四 大規模特定電気通信役務提供者 第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提

供者をいう。 

第二章 損害賠償責任の制限 

（損害賠償責任の制限） 

第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用

に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この項において「関係役務提供者」

という。）は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を

防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなけ

れば、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である

場合は、この限りでない。 

一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されている

ことを知っていたとき。 

二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定

電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに

足りる相当の理由があるとき。 

２ 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、

当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定

の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号の

いずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。 

一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に

侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。 

二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報等を示し

て当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合に、当該特

定電気通信役務提供者が、当該申出に係る侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該侵害情

報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受

けた日から七日を経過しても当該発信者から当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨

の申出がなかったとき。 

（第四条）（略） 
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第三章 発信者情報の開示請求等（第五条～第七条）（略） 

第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続（第八条～第十九条）（略） 

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務 

（第二十条～第二十一条）（略） 

（被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表） 

第二十二条 大規模特定電気通信役務提供者（前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同

じ。）は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる

特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者（次条において「被侵害者」

という。）が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講

ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。 

２ 前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 

一 電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。 

二 申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。 

三 当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者（第二十五条におい

て「申出者」という。）に明らかとなるものであること。 

（侵害情報に係る調査の実施） 

第二十三条 大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信

防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権

利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。 

（侵害情報調査専門員） 

第二十四条 大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするもの

を適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十

分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員（以下この条及び次条第二項第二号において

「専門員」という。）を選任しなければならない。 

２ 大規模特定電気通信役務提供者の専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大

規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定

める数（当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあ

っては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に

応じて総務省令で定める数を合算した数）以上でなければならない。 

３ 大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅

滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したと

きも、同様とする。 

（申出者に対する通知） 

第二十五条 大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同条の調査の結果

に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務

省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなけれ

ばならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないこと

について正当な理由があるときは、この限りでない。 

一 当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたとき その旨 

二 当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったとき その旨及びその理由 

２ 前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞

なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合に

おいては、同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか（第三号に該当する場合

にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容）を申出者に通知しなければならない。 
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一 第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。 

二 第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。 

三 前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。 

（第二十六条～第三十四条）（略） 

第六章 罰則（第三十五条～第三十八条）（略） 

附則 （略） 


